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問
題
の
所
在
―
研
究
史
と
課
題

　

本
稿
の
目
的
は
、
近
代
的
都
市
機
能
を
拡
張
し
て
い
た
大
阪
市
が
独
自
の
行
政
機
構
で
あ
る
「
部
制
」
の
象
徴
と
し
て
一
九
二
〇
（
大

正
九
）
年
四
月
に
創
設
し
た
社
会
部
（
図
１
ａ
参
照
）
の
第
二
代
部
長
と
な
っ
た
山
口
正
の
思
想
に
つ
い
て
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
明

確
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
山
口
の
著
書
『
社
会
事
業
研
究
』
を
中
心
に
読
み
解
い
た
う
え
で
検
証
し
、
大
阪
市
が
広
域
的
に
展
開
す
る

各
種
の
社
会
事
業
（
図
１
ｂ
参
照
）
と
の
関
係
を
射
程
に
入
れ
つ
つ
考
察
し
て
い
く
。

　

一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
六
月
一
五
日
、
大
阪
府
泉
北
郡
美
木
多
村
に
生
ま
れ
た
山
口
は
、
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
一
一
月

に
広
島
高
等
師
範
学
校
を
修
了
し
て
、
一
五
（
大
正
四
）
年
七
月
に
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
哲
学
科
（
社
会
学
専
攻
）
を
卒
業
し
た
あ

と
、
同
年
八
月
に
宮
崎
中
学
校
へ
教
頭
と
し
て
赴
任
す
る
。
し
か
し
、
わ
ず
か
一
年
足
ら
ず
で
辞
任
す
る
（
一
六
年
六
月
）
と
、
一
六

（
大
正
五
）
年
七
月
に
は
大
阪
市
視
学
（
教
育
行
政
官
）
と
し
て
着
任
す
る
。
さ
ら
に
、
一
九
（
大
正
八
）
年
五
月
に
大
阪
市
労
働
調
査

係
（
市
長
直
属
部
局
）
の
主
任
と
な
り
、
二
〇
年
四
月
に
大
阪
市
社
会
部
（
天
野
時
三
郎
部
長
）
の
労
働
調
査
課
長
と
な
る
。
在
任
中



二

に
は
、
昭
和
信
用
組
合
の
設
立
に
尽
力
し
た
ほ
か
、
労
働
共
済
会
創
設
に
際
し
て
参
与
と
な
る
。
社
会
部
長
と
な
っ
た
の
は
、”
大
大

阪
”
誕
生
直
後
の
二
五
（
大
正
一
四
）
年
七
月
で
あ
る
が
、
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
七
月
に
な
っ
て
、
關
一
第
七
代
市
長
の
死
去
に
よ

り
社
会
部
長
を
辞
任
し
（
後
任
は
志
賀
志
那
人
）、
直
後
に
は
大
谷
大
学
教
授
に
就
任
す
る
が
四
一
（
昭
和
一
六
）
三
月
、
病
気
を
理
由

に
辞
職
す
る
。
そ
れ
か
ら
二
年
後
の
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
一
二
月
五
日
に
死
去
（
享
年
五
六
歳
）
し
た（

（
（

。
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編
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・
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・
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図1b　大阪市社会事業施設一覧（1910年代以降）
名　　　称 所在地 創立年・月

市

営

住

宅

普 通 木 造

△1925.4～市営

桜宮 北 中野町 1 丁目 208戸 1919・ 6
鶴町第一 港 鶴町 1 丁目 191 1919・ 6
鶴町第二 港 鶴町 3 ・ 4 丁目 596 1920・12
古市 △ 東成 今市町 16 1920・ 7
玉出 △ 西成 千本通 4 丁目 15 1920・12
鶴橋 △ 東成 猪飼野町 118 1921・10
平野流町 △ 住吉 平野流町 18 1921・10
榎並 △ 東成 内代町 8 1922・ 1
堀川 北 北扇町 194 1922・ 4
小路 △ 東成 大友町・腹見町 44 1924・ 3
豊崎 △ 東淀 豊崎西通 3 丁目 76 1925・ 1
長柄 △ 東淀 長柄中通 4 丁目 32 1925・ 4

分 譲 木 造

北畠 住吉 天王寺町 104 1926・ 2
高見 西淀 高見町 70 1927・ 2
都島 北 澤上江町 3 丁目 60 1927・ 4
元今里 東淀 今里町 88 1927・ 5
杭全 住吉 杭全町 136 1928・ 2

地域改善対策
北中島 東淀 南宮原町 63 1927・ 9
栄町 浪速 栄町 5 丁目 35 1928・ 7
住吉 住吉 住吉町 33 1928・ 7

職 業 紹 介 所

※1921.4～
労働紹介所

☆1922.4～
　労働紹介所と合併

千嶋橋 ※ 此花 四貫島本宮町 1916・12
淡路 ※ 東淀 国次町341 1918・12
今里 ※ 東成 片江町297 1919・ 2
九條 港 九條南通 1 丁目 1919・ 2
築港（鶴町） 港 築港南海岸通 2 丁目 1919・ 7
西野田 此花 玉川町 4 丁目 1919・ 7
京町堀 西 京町堀 1919・ 7
堀江 西 堀江 1919・ 7
中央 西 阿波堀通 1 丁目 1919・ 8
老松町 北 老松町 1919・ 9
天六 北 天神橋筋 6 丁目 1919・ 9
今宮 ☆ 西成 今宮町 1919・ 9
京橋 ☆ 東 京橋前之町 1919・12
築港埠頭 ☆ 港 築港南海岸通 1920・ 9
梅田 北 西梅田町 1920・10
安治川 港 池山町 1924・ 1
玉造 東 中道黒門町 1924・ 4
小橋婦人 東 小橋西之町 1926・12

市　 民　 館

北 北 天神橋筋 6 丁目 1921・ 6
天王寺 天王寺 下寺町 3 丁目 1926・ 2
港 港 南泉尾町 1 丁目 1928・ 5
大正 港 九條（※番地不詳） 1928・ 5
浪速 浪速 栄町 5 丁目 1928・ 7
東 東 谷町 4 丁目 1928・11
玉出 西成 辰巳通 1 丁目 1929・12
此花 此花 大野町 2 丁目 1930・ 6

公 設 市 場

福島 此花 上福島 3 丁目 1918・ 4
谷町 東 谷町 3 丁目 1918・ 4
天王寺 天王寺 天王寺六万体寺町 1918・ 4
境川 港 九條南通 1 丁目 1918・ 4
本庄 北 本庄中崎町 1918・ 9
空堀 東 空堀通 2 丁目 1918・ 9
築港 港 築港二條通 2 丁目 1918・ 9
北島 西 北島町 2 丁目 1920・ 2
堀江 西 北堀江通 4 丁目 1921・ 3
船場 東 北久太郎町 4 丁目 1921・ 3
網島 北 東野田町 4 丁目、 9 丁目 1921・ 4
鶴町 港 鶴町 1 丁目 1921・ 7
四貫島 此花 四貫島町 1921・ 9
天満 北 与力町 2 丁目 1921・10
天王寺南門 天王寺 天王寺大通 2 丁目 1921・10
九條 港 九條南通 3 丁目 1922・ 6
桜川 浪速 難波桜川 3 丁目 1922・ 6
四ツ橋 西 西長堀通 1 丁目 1922・11
泉尾 港 泉尾町 1922・12
市岡 港 市岡町 1923・ 3
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そ
の
人
物
像
や
思
想
は
従
来
、
以
下
の
よ
う
に
三
つ
の
時
系
列
で
分
割
で
き
る
諸
研
究
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
き
た
。

　

第
Ⅰ
期
は
、
一
九
六
〇
年
代
末
～
七
〇
年
代
初
頭
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、
い
ず
れ
も
個
人
的
な
思
い
入
れ
が
強
い
回
想
録
的
な
内

容
で
あ
る
。

　

木
村
武
夫
「
先
人
を
語
る
・
山
口
正
と
そ
の
時
代（

（
（

」、
池
川
清
「
先
人
を
語
る
・
よ
き
師 

山
口
正
さ
ん（

（
（

」、
一
番
ヶ
瀬
康
子
「〈
日
本

の
社
会
事
業
古
典
（
そ
の
三
）〉
生
江
孝
之
著
『
社
会
事
業
綱
要
』
と
山
口
正
著
『
社
会
事
業
研
究（

（
（

』」
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。

　

第
Ⅱ
期
は
、
こ
う
し
た
回
顧
的
な
内
容
を
離
れ
て
、
山
口
の
言
説
に
即
し
た
本
格
的
な
思
想
的
研
究
が
登
場
す
る
。

　

永
岡
正
己
「
大
阪
市
「
社
会
部
報
告
」
と
そ
の
周
辺（

（
（

」
が
山
口
の
思
想
的
軌
跡
を
素
描
で
は
あ
る
も
の
の
は
じ
め
て
明
確
に
し
、
山

口
が
「
生
活
難
」（
貧
困
線
以
下
の
生
活
実
態
）
と
、「
隣
保
事
業
」（
利
益
社
会
関
係
と
共
同
社
会
関
係
と
の
統
合
的
形
態
に
基
礎
）
と

を
重
視
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
具
体
的
方
法
と
し
て
「
共
存
共
栄
」「
相
互
扶
助
意
識
の
覚
醒
」「
組
合
精
神
の
発
揮
」
を

志
向
し
て
い
た
こ
と
を
見
出
し
、
社
会
事
業
運
動
の
基
調
を
教
化
教
育
に
置
い
て
い
た
と
論
じ
た
。
た
だ
、
総
力
戦
体
制
期
に
お
け
る

山
口
の
諸
論
文
を
め
ぐ
っ
て
「
厚
生
事
業
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
な
り
、
精
神
主
義
に
陥
り
、
国
家
総
動
員
体
制
に
と
り
込
ま
れ
て
い
っ

た
」
と
評
価
し
て
い
る
点
は
、
思
想
内
在
的
な
分
析
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　

木
村
寿
「
近
代
社
会
事
業
史
研
究
序
説
・
山
口
正
の
生
涯（

（
（

」
は
、
山
口
を
め
ぐ
る
従
来
の
研
究
に
つ
い
て
、
山
口
の
厚
生
事
業
論
重

視
か
ら
生
じ
る
歪
曲
し
た
人
物
像
を
是
正
す
る
こ
と
と
、「
生
涯
の
前
半
期
の
活
動
」
の
未
解
明
な
部
分
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
執
筆
さ
れ
た
。
主
な
論
点
は
、
社
会
部
の
課
長
時
代
お
よ
び
部
長
時
代
の
業
績
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
先
行
研
究
（
と

く
に
永
岡
の
研
究
）
に
は
ま
っ
た
く
ふ
れ
て
お
ら
ず
、
問
題
の
所
在
が
明
確
で
は
な
く
、
人
物
評
伝
に
依
っ
た
「
顕
彰
」
と
い
う
要
素

が
強
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
木
村
寿
「
大
阪
市
社
会
部
長
山
口
正
に
つ
い
て（

（
（

」
は
、
前
稿
を
さ
ら
に
敷
衍
し
、
山
口
の
生

涯
の
素
描
と
大
阪
市
の
初
期
社
会
事
業
の
概
略
を
整
理
し
た
。
そ
の
上
で
、
山
口
が
社
会
部
長
時
代
に
手
が
け
た
社
会
部
そ
の
も
の
の



五

大
阪
市
社
会
部
と
山
口
正
―
『
社
会
事
業
研
究
』
を
中
心
に

整
備
と
外
郭
二
団
体
（
大
阪
市
労
働
共
済
会
と
昭
和
信
用
組
合
）
の
創
設
へ
の
貢
献
を
指
摘
し
た
。
こ
う
し
た
行
政
面
で
の
足
跡
に
加

え
て
学
術
面
で
の
業
績
と
し
て
主
要
な
著
作
（『
社
会
事
業
研
究
』『
社
会
事
業
史
』『
日
本
社
会
事
業
の
発
展
』）
を
取
り
上
げ
て
そ
の

論
旨
を
要
約
し
た
。
前
稿
よ
り
は
精
度
は
増
し
て
い
る
が
「
社
会
福
祉
の
歴
史
を
概
観
す
る
上
で
、
…
社
会
福
祉
の
事
業
家
・
研
究
家

の
具
体
的
な
諸
事
象
を
踏
ま
え
た
、
よ
り
詳
細
な
伝
記
が
必
要
」
と
の
認
識
か
ら
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
や
や
顕
彰
の
色
彩
が
強

い
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
批
判
的
な
検
討
は
い
っ
さ
い
な
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
山
口
の
単
行
本
以
外
の
論
文
の
一
覧
が
盛
り
込
ま

れ
て
お
り
、
著
作
目
録
は
精
度
も
高
く
至
便
で
あ
る
。

　

柴
田
善
守
「
山
口
正
と
志
賀
志
那
人（

（
（

」
は
、
山
口
の
代
表
的
著
作
『
社
会
事
業
研
究
』
を
め
ぐ
っ
て
、
社
会
事
業
の
定
義
と
方
法
に

つ
い
て
整
理
し
て
思
想
的
特
徴
を
概
観
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
の
研
究
で
も
、
造
詣
が
深
か
っ
た
社
会
事
業
史
の
認
識
枠
組
み
と
一

九
三
〇
年
代
後
半
か
ら
四
〇
年
代
に
か
け
て
積
極
的
に
理
論
展
開
さ
れ
る
厚
生
事
業
論
に
つ
い
て
も
ふ
れ
、
山
口
の
思
想
を
「
儒
教
倫

理
」
と
評
価
し
た
。
こ
の
評
価
は
独
自
の
も
の
で
は
あ
り
、
永
岡
の
論
点
よ
り
は
や
や
詳
し
く
立
ち
入
っ
て
分
析
さ
れ
て
い
る
が
、
山

口
が
重
視
し
た
「
隣
保
相
扶
」
思
想
の
質
的
変
化
を
厚
生
事
業
論
に
お
け
る
天
皇
制
国
家
観
の
明
示
の
一
点
に
読
み
込
む
こ
と
は
果
た

し
て
妥
当
か
ど
う
か
、
課
題
が
残
る
。
な
お
、
巻
末
に
論
文
一
覧
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
誤
字
・
脱
字
・
誤
植
が
甚
だ
多
く
、
信
憑

性
に
著
し
く
欠
け
る
内
容
で
あ
る
。

　

第
Ⅲ
期
は
、
従
来
の
研
究
の
論
点
を
さ
ら
に
深
化
さ
せ
、
今
日
の
研
究
に
継
承
さ
れ
る
べ
き
論
点
が
登
場
す
る
。

　

玉
井
金
五
「
日
本
資
本
主
義
と
〈
都
市
〉
社
会
政
策（

（
（

」
は
、
大
阪
市
社
会
事
業
史
を
概
観
す
る
中
で
、
關
一
と
と
も
に
山
口
を
取
り

上
げ
、『
都
市
生
活
の
研
究
』
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
「
社
会
有
機
化
運
動
（
事
業
）」
を
抽
出
し
、
そ
の
論
理
と
事
業
展
開
が
シ
ヴ
ィ

ル
・
ミ
ニ
マ
ム
論
と
し
て
大
阪
市
社
会
事
業
の
基
礎
を
形
成
し
た
と
論
じ
た
。
さ
ら
に
、『
都
市
社
会
事
業
の
諸
問
題
』
で
論
じ
ら
れ
る

「
融
和
事
業
」
や
「
隣
保
事
業
」
な
ど
部
落
や
在
日
朝
鮮
人
を
対
象
に
明
示
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
事
業
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
し
か
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し
、
概
略
の
検
討
に
よ
っ
て
山
口
の
社
会
政
策
思
想
を
「
大
阪
市
の
社
会
事
業
政
策
に
と
っ
て
強
力
な
理
論
的
支
柱
」
と
評
価
し
て
い

る
点
は
正
鵠
を
射
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
内
実
に
関
し
て
は
再
考
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

永
井
良
和
「
山
口
正
と
大
阪
市
社
会
部
―
昭
和
初
期
の
社
会
学
と
社
会
調
査（

（1
（

」
は
、
山
口
の
生
涯
を
概
観
し
、
社
会
事
業
論
の
枠
組

み
と
厚
生
事
業
論
へ
の
転
回
を
一
九
八
〇
年
代
の
研
究
を
総
括
す
る
立
場
か
ら
端
的
に
整
理
し
た
。
し
か
し
研
究
史
を
超
え
る
論
点
が

提
示
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
論
文
の
後
半
に
位
置
づ
く
大
阪
市
社
会
部
の
組
織
や
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
も
、
山
口
と
の
具
体
的

な
関
わ
り
に
は
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
新
た
な
研
究
と
す
る
に
は
難
が
あ
る
。

　

以
上
の
研
究
史
整
理
か
ら
も
明
確
な
よ
う
に
、
山
口
の
思
想
的
意
義
に
つ
い
て
、
社
会
部
時
代
（
一
九
二
〇
年
代
）
に
お
い
て
さ
え
、

思
想
内
在
的
な
分
析
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
厚
生
事
業
論
（
一
九
三
〇
年
後
半
～
四
〇
年
代
）
へ
の
転
回
過
程
に
つ
い
て
は

な
お
の
こ
と
不
十
分
な
概
説
に
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
第
三
代
社
会
部
長
で
も
あ
り
北
市
民
館
初
代
館
長
の
志
賀
志
那
人（

（（
（

、
愛

染
園
創
始
者
の
石
井
十
次（

（1
（

な
ど
に
比
し
て
、
ま
と
ま
っ
た
研
究
業
績
が
な
い
点
も
指
摘
で
き
る
。

　

ま
た
、
従
来
の
研
究
で
は
、
大
阪
市
社
会
部
時
代
の
山
口
の
思
想
を
単
独
で
追
跡
す
る
方
法
論
は
と
ら
れ
て
い
る
が
、
社
会
部
を
取

り
巻
く
時
代
状
況
や
市
会
、
市
参
事
会
な
ど
主
要
な
議
決
・
執
行
機
関
に
お
け
る
議
論
と
も
複
合
的
に
照
合
さ
せ
て
検
証
す
る
よ
う
な

観
点
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。
市
会
会
議
録
な
ど
の
詳
細
な
検
討
を
お
こ
な
う
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
が
、
ま
と
ま
っ
た
分
析
は
こ

れ
ま
で
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
、
旺
盛
な
調
査
報
告
活
動
に
象
徴
さ
れ
る
大
阪
市
社
会
部
の
独
自
性
は
、
必
然
的
に
都
市
型
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（
部
落
、
朝
鮮

人
、
ス
ラ
ム
居
住
者
、
日
傭
労
働
者
、
病
者
な
ど
）
を
も
対
象
と
し
た
が（

（1
（

、
そ
の
点
は
、
研
究
史
上
、
玉
井
の
議
論
を
除
い
て
ま
っ
た

く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
部
落
出
身
の
社
会
学
者
で
あ
る
米
田
庄
太
郎
に
京
都
帝
大
で
師
事
し
た（

（1
（

山
口
が
差
別
問
題
に
ま
っ
た
く
関
心

を
払
わ
な
か
っ
た
と
は
考
え
難
く
、
実
際
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
の
実
体
的
な
把
握
に
深
く
関
与
し
て
お
り
、
そ
こ
か
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大
阪
市
社
会
部
と
山
口
正
―
『
社
会
事
業
研
究
』
を
中
心
に

ら
山
口
の
思
想
と
論
理
を
読
み
取
り
、
社
会
調
査
の
方
法
を
め
ぐ
る
多
角
的
な
検
討
材
料
を
選
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
論
点
と
課
題
と
を
確
認
し
て
、
本
論
へ
と
進
み
た
い
。

Ⅱ　

山
口
の
社
会
事
業
論
―
『
社
会
事
業
研
究
』
の
論
理
と
認
識

1
　
論
理
的
諸
前
提

　

山
口
は
、
い
く
つ
か
の
著
書
を
遺
し
て
い
る
が
、
そ
の
代
表
作
は
、『
社
会
事
業
研
究（

（1
（

』
で
あ
ろ
う
。
社
会
部
長
辞
職
の
直
前
に
纏
め

ら
れ
た
大
著
で
、
部
長
時
代
の
思
索
と
経
験
を
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
社
会
事
業
論
が
凝
縮
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、「
社
会
事
業
の
目
的
」
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
（
引
用
個
所
末
尾
の
頁
数
は
同
書
の
当
該
箇
所
に
あ
た

る
）。　

個
人
主
義
の
社
会
関
係
、
利
益
中
心
の
社
会
関
係
で
あ
つ
て
、
か
う
し
た
個
人
主
義
的
利
益
中
心
の
社
会
に
於
て
他
人
へ
の
同

情
、
人
の
苦
悩
へ
の
救
ひ
を
何
人
が
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
が
即
ち
資
本
主
義
社
会
の
実
相
で
あ
る
。
さ
う
し
た
関

係
上
、
共
同
社
会
関
係
の
支
配
的
な
時
代
に
、
家
族
や
隣
保
雇
傭
主
が
な
し
た
役
目
を
代
わ
つ
て
な
す
機
関
の
必
要
が
起
つ
て
来

る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
機
関
こ
そ
が
我
々
の
所
謂
社
会
事
業
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
而
し
て
か
う
し
た
機
能
を
発
揮
し

て
こ
の
利
益
社
会
関
係
か
ら
生
ず
る
各
般
の
欠
陥
支
障
を
排
除
し
又
は
緩
和
し
て
、
社
会
の
調
和
的
発
達
を
期
す
る
の
が
社
会
事

業
の
目
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。（
五
頁
）

　

こ
の
一
節
は
、
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
・
テ
ン
ニ
エ
ス
『
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
』
の
「
共
同
社
会
」
論
と
「
利
益
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社
会
」
論
を
前
提
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
共
同
態
的
結
合
（
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
）
と
他
者
的
結
合
（
ゲ
ゼ
ル
シ

ャ
フ
ト
）
は
対
象
化
さ
れ
る
も
の
の
、
誓
約
・
仲
間
的
結
合
（
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
）
の
関
係
性
と
い
う
視
点
は
出
て
こ
な
い
。
山

口
が
仲
間
的
な
結
合
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
社
会
連
帯
を
著
し
く
警
戒
・
牽
制
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
山
口
の
思
想
に
は
初
発

の
段
階
に
お
い
て
、
誓
約
や
仲
間
と
い
っ
た
主
に
社
会
契
約
に
か
か
わ
る
概
念
は
視
野
に
入
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
山
口
は
、
衣
食
住
の
生
活
、
つ
ま
り
経
済
生
活
の
充
実
が
最
も
肝
要
で
あ
り
、「
生
活
難
」
は
個
人
的
原
因
で
は
な
く
専
ら

経
済
組
織
か
ら
派
生
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
六
～
七
頁
）。
こ
の
論
点
は
、
貧
困
は
経
済
構
造
の
欠
陥
に
よ
っ
て
生
起
す
る
と
指

摘
し
た
河
上
肇
『
貧
乏
物
語
』（
一
九
一
六
年
）
に
も
通
底
す
る
論
理
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
社
会
事
業
は
旧
来
の
結
合
体
（
救
助
・
ギ
ル
ド
・
仲
間
）
が
消
滅
す
る
代
わ
り
に
台
頭
し
た
と
論
じ
る
（
八
～
九
頁
）。

続
け
て
、
山
口
は
「
社
会
事
業
の
概
念
」
を
以
下
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　

私
は
社
会
事
業
と
は
社
会
的
及
び
政
治
的
動
機
に
基
き
、
現
に
生
活
難
に
陥
り
又
は
将
来
陥
る
虞
の
あ
る
個
人
又
は
社
会
に
対

し
、
全
体
社
会
の
調
和
的
発
達
を
企
図
す
る
社
会
進
歩
主
義
の
も
と
に
、　

公
共
の
福
利
を
目
的
と
し
て
保
健
上
道
徳
上
又
は
経
済

上
等
人
間
生
活
及
び
社
会
生
活
の
各
方
面
を　

計
画
的
に
救
済
し
又
は
予
防
す
る
為
に
、
公
私
の
組
織
的
非
営
利
的
努
力
で
あ
る

と
信
ず
る
の
で
あ　

る
。（
三
四
頁
）

　

こ
の
規
定
は
、
科
学
的
社
会
事
業
概
念
の
確
立
を
め
ざ
し
て
、
既
成
の
諸
制
度
が
役
に
立
た
な
い
場
合
の
個
人
の
生
活
に
備
え
て
、

そ
れ
ら
を
補
修
し
、
か
つ
、
そ
れ
ら
が
社
会
の
要
求
に
合
致
し
な
く
な
っ
た
諸
点
を
改
変
す
る
た
め
に
、
社
会
自
体
の
欠
陥
を
補
填
す

る
た
め
に
行
わ
れ
る
諸
努
力
の
総
計
だ
と
す
る
エ
ド
ワ
ー
ド
・
デ
ヴ
ァ
イ
ン
の
理
論
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

そ
の
点
か
ら
し
て
「
社
会
事
業
の
任
務
」
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

差
別
を
受
け
つ
つ
あ
る
地
域
的
社
会
、
貧
困
者
の
密
住
群
居
す
る
細
民
住
居
地
帯
、
来
住
せ
る
朝
鮮
人
の
血
縁
社
会
並
に
貧
困
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大
阪
市
社
会
部
と
山
口
正
―
『
社
会
事
業
研
究
』
を
中
心
に

の
た
め
生
活
す
る
能
は
ざ
る
も
の
、
精
神
上
若
く
は
身
体
上
の
障
碍
又
は
幼
弱
、
老
衰
、
出
産
の
た
め
労
務
を
行
ふ
に
故
障
あ
る

人
々
、
即
ち
保
護
の
必
要
あ
る
個
人
や
集
団
を
保
護
す
る
も
の
は
社
会
事
業
で
あ
る
。（
四
三
頁
）

　

つ
ま
り
、「
公
共
の
福
利
」
が
直
接
の
目
的
で
あ
り
、
す
で
に
生
活
難
に
陥
り
、
又
は
将
来
陥
る
お
そ
れ
の
あ
る
状
態
の
集
団
あ
る
い

は
個
人
が
対
象
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
「
社
会
事
業
の
要
素
」
は
、「
同
情
、
人
類
愛
、
社
会
的
正
義
又
は
社
会
連
帯
の
思
想
を
以
て
、
社
会
事
業
の
動
機
ま
た
は
そ

の
観
念
的
基
礎
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（
一
〇
〇
頁
）
と
し
て
、
三
好
豊
太
郎
の
人
類
愛
・
社
会
正
義
論
、
磯
村
英
一
、
田
子
一
民

の
相
互
扶
助
・
社
会
連
帯
論
へ
の
批
判
を
お
こ
な
う
。
さ
ら
に
エ
リ
ッ
ク
・
ウ
ォ
ル
フ
『
社
会
福
祉
政
策
と
社
会
学
に
つ
い
て
』
に
依

拠
し
て
、「
社
会
事
業
の
対
象
は
貧
困
で
あ
る
。
貧
困
は
文
化
社
会
に
特
有
の
現
象
で
あ
る
。
…
貧
困
は
決
し
て
特
殊
の
社
会
的
階
級
に

起
る
現
象
で
は
な
く
総
て
の
人
々
に
起
る
現
象
で
あ
る
」（
一
〇
七
～
一
一
〇
頁
）
で
あ
る
と
し
、
貧
困
の
主
要
な
原
因
は
、
個
人
的
要

素
と
し
て
、
心
理
学
的
、
性
格
論
的
な
環
境
が
影
響
し
、
貧
困
の
定
型
は
、
慢
性
的
予
想
可
能
の
貧
困
と
突
発
的
貧
困
と
が
存
在
す
る

と
い
う
。

　

こ
う
し
た
貧
困
状
態
が
社
会
に
与
え
る
影
響
と
し
て
、「
下
級
集
団
へ
の
脱
落
」「
乞
食
・
浮
浪
人
へ
の
転
落
」「
社
会
に
危
害
を
加
え

る
反
社
会
的
存
在
」
化
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
具
体
的
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
社
会
事
業
の
倫
理
的
・
教
育
的
性
質
と
し
て
は
、「
社
会
事
業
の
施
行
は
結
局
教
育
問
題
に
帰
す
と
結
論
し
た
い
」（
三
一

〇
頁
）
と
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。    　

 　
　

　

国
家
社
会
全
体
の
立
場
か
ら
見
て
、
社
会
事
業
は
共
同
体
の
倫
理
的
全
体
維
持
を
表
現
し
得
る
手
段
の
一
つ
で
あ
る
。
同
胞
の

要
救
護
状
態
は
共
同
的
感
情
、
相
互
扶
助
を
喚
起
す
る
最
も
直
接
の
最
も
効
果
的
な
且
つ
最
も
簡
単
な
機
縁
で
あ
る
。
…
社
会
事

業
は
共
同
体
の
社
会
的
行
為
に
よ
つ
て
正　

し
い
総
合
的
立
脚
地
に
達
す
る
と
こ
ろ
の
実
在
で
あ
る
。（
三
一
二
～
三
一
三
頁
）



一
〇

　

第
一
に
社
会
事
業
は
教
育
的
思
想
に
よ
つ
て
よ
り
深
き
道
徳
的
真
面
目
さ
を
も
ち
保

護
者
と
被
保
護
者
と
の
関
係
を
高
め
、
第
二
に
社
会
事
業
は
教
育
的
思
想
に
よ
つ
て
そ

れ
自
体
が
無
用
に
な
る
こ
と
を
究
極
目
標
と
し
て
活
動
す
る
。（
三
一
五
頁
）

　

こ
う
し
た
「
相
互
扶
助
」
の
論
理
は
、
井
上
友
一
、
田
子
一
民
、
山
崎
巌
ら
内
務
・
厚
生

省
官
僚
路
線
の
認
識（

（1
（

お
よ
び
斉
藤
実
首
相
の
自
力
更
生
論（

（1
（

な
ど
と
は
明
確
に
対
抗
す
る
要
素

を
含
ん
で
い
よ
う
。

2
　
具
体
的
方
法
論

　

山
口
は
、
社
会
調
査
の
概
念
を
厳
密
に
規
定
し
、
社
会
調
査
を
重
要
視
す
る
が
、
そ
の
理

由
と
し
て
、
①
事
業
施
設
上
の
基
礎
資
料
を
得
る
た
め
、
②
既
存
施
設
の
活
用
、
事
業
経
営

上
の
保
護
適
正
・
能
率
増
進
・
事
業
改
善
を
企
図
す
る
た
め
、
③
社
会
事
業
に
関
す
る
内
外

の
制
度
・
施
設
を
比
較
研
究
す
る
た
め
だ
と
し
て
い
る
。「
想
ふ
に
充
分
な
る
調
査
研
究
を
行

は
ず
し
て
社
会
事
業
の
施
設
経
営
に
当
た
る
こ
と
は
少
な
か
ら
ざ
る
危
険
と
浪
費
と
を
伴
ふ

の
み
で
な
く
、
所
謂
誤
り
た
る
社
会
事
業
は
社
会
事
業
な
き
に
如
か
ら
ざ
る
の
弊
害
に
陥
る

虞
が
あ
る
」（
一
五
八
頁
）
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
社
会
調
査
の
意
義
と
方
法
に
つ
い
て
、
前
掲
著
書
『
都
市
生
活
の
研
究（

（1
（

』
を
参

照
し
つ
つ
、
体
系
的
図
式
を
図
2
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
社
会
部
調
査
課
の
目
的
に
つ
い
て
「
既
存
社
会
施
設
の
活
用
を
図
る
勿
論
、
常

図2　社会調査の体系

社会調査
（意義）

個別調査（保護の適正を得るため、個人・世帯に多方面から実情調査）
内外社会制度・施設調査（国内外の総合的調査、社会施設の改善・新設）
社会調査（社会状態を科学的に解明し、社会改良の計画・計画・実施）

特殊社会調査〈細民・日傭労働者・保健衛生などの調査〉
一般社会調査〈あらゆる事柄を対象としておこなう包括的調査〉

⎧
⎜
⎜
⎨
⎜
⎜
⎩

間接的観察法―史的調査法（予備的調査）
直接的観察法

観察 偶然的観察法・調査法 照会法
具体的観察法・実地的調査法 踏査法

〈大体接続・標本・全体・統計・モノグラフィ〉



一
一

大
阪
市
社
会
部
と
山
口
正
―
『
社
会
事
業
研
究
』
を
中
心
に

に
各
種
の
社
会
病
の
全
体
性
や
特
殊
性
を
科
学
的
に
把
握
し
て
新
計
画
の
指
針
を
与
ふ
る
た
め
に
…
一
般
市
民
の
都
市
社
会
状
態
に
対

す
る
注
意
を
喚
起
し
て
そ
の
社
会
施
設
へ
の
協
力
を
要
請
」（
一
七
一
～
一
七
二
頁
）
す
る
こ
と
と
明
記
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
社
会
事
業
の
種
類
と
し
て
は
、
箇
条
書
き
に
し
て
以
下
の
よ
う
な
五
領
域
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に
経
済
面
と
失
業
面

で
前
掲
し
た
図
１
ｂ
の
市
営
社
会
事
業
と
合
致
し
て
い
る
。（
な
お
、
算
用
数
字
や
ロ
ー
マ
字
は
、
山
口
の
著
作
に
は
な
い
が
、
山
口
の

思
想
を
尊
重
し
つ
つ
、
そ
の
真
意
が
伝
わ
り
や
す
い
よ
う
に
引
用
者
が
適
宜
使
用
し
て
い
る
、
以
下
同
様
）。

①
救
護
事
業
（
疾
病
、
精
神
・
身
体
障
害
に
よ
る
生
活
難
者
へ
の
消
極
的
な
経
済
的
保
護
事
業
）

Ａ
一
般
救
護
（
救
護
法
に
基
づ
く
公
的
救
護
＝
身
体
・
精
神
障
害
、
幼
弱
、
老
衰
、
出
産
）

Ｂ
特
別
救
護
（
行
旅
病
人
・
死
亡
人
、
非
常
災
害
の
罹
災
者
、
貧
困
な
軍
人
と
そ
の
遺
家
族
）

②
経
済
保
護
事
業
（
積
極
的
・
防
貧
的
経
済
施
設
に
代
表
さ
れ
る
保
護
事
業
）

Ａ
住
宅
供
給
（
組
合
方
式
の
住
宅
供
給
、
不
良
住
宅
地
区
改
良
法
に
よ
る
住
宅
改
善
）

Ｂ
共
同
宿
泊
所
（
独
身
労
働
者
、
失
業
者
な
ど
収
入
寡
少
者
へ
の
低
料
金
で
の
宿
泊
室
提
供
）

Ｃ
公
益
市
場
（
庶
民
生
活
の
必
需
品
た
る
食
料
品
、
一
般
日
用
品
を
廉
価
に
販
売
）

Ｄ
公
益
浴
場
・
食
堂
（
低
廉
な
料
金
で
保
健
衛
生
に
配
慮
し
た
入
浴
と
食
事
の
提
供
）

Ｅ
公
益
質
屋
（
少
額
所
得
者
に
対
し
動
産
を
担
保
と
し
て
金
融
を
な
す
施
設
）

③
失
業
保
護
事
業
（
人
間
性
に
と
っ
て
重
要
な
る
部
面
の
事
業
）

Ａ
職
業
紹
介
事
業
（
一
般
労
働
者
、
熟
練
労
働
者
、
婦
人
、
少
年
等
へ
の
無
料
の
職
業
斡
旋
）

Ｂ
失
業
救
済
事
業
（
公
共
土
木
事
業
を
通
し
て
失
業
中
の
少
額
給
料
生
活
者
を
救
済
）

Ｃ
入
営
者
の
職
業
保
障
・
指
導
、
失
業
共
済
、
失
業
保
険
事
業



一
二

④
医
療
保
護
事
業
（
疾
病
の
治
療
、
予
防
、
社
会
衛
生
の
改
善
を
お
こ
な
う
事
業
）

Ａ
一
般
医
療
保
護
事
業
（
無
料
の
病
院･

診
療
所･

巡
回
診
療･

巡
回
看
護
婦
制
度
／
低
料
金
診
療
）

Ｂ
特
殊
医
療
保
護
事
業
（
精
神
疾
患
、
結
核
、
ハ
ン
セ
ン
病
、
性
病
、
ト
ラ
ホ
ー
ム
等
へ
の
施
療
）

⑤
児
童
保
護
事
業

Ａ
一
般
児
童
保
護

　

◇
妊
産
婦
保
護
事
業
（
産
院
、
巡
回
産
婆
、
妊
産
婦
相
談
所
、
工
場
法
等
に
基
づ
く
母
性
保
護
）

　

◇
栄
養
食
配
給
事
業
（
乳
幼
児
牛
乳
配
給
、
栄
養
食
給
与
）

　

◇
乳
幼
児
保
護
事
業
（
乳
幼
児
健
康
相
談
所
、
託
児
所
、
養
児
施
設
）

Ｂ
特
殊
児
童
保
護

　

◇
貧
困
児
保
護
（
虚
弱
児
童
、
病
児
診
療
、
救
護
法
に
よ
る
貧
児
扶
助
・
育
児
施
設
）

　

◇
障
害
児
保
護
（
虐
待
児
保
護
、
不
良
児
保
護
、
障
害
児
保
護
、
児
童
衛
生
思
想
の
普
及
）

　

な
か
で
も
、
③
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
日
傭
労
働
者
や
失
業
者
の
問
題
を
捕
捉
し
て
い
る
こ
と
、
④
の
Ｂ
に
あ
る
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
へ

の
事
業
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
被
差
別
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
へ
の
関
心
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、

次
章
以
降
で
み
る
よ
う
に
、
山
口
は
随
処
で
、
融
和
問
題
、
日
傭
労
働
者
問
題
、
朝
鮮
人
問
題
に
つ
い
て
具
体
的
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

し
て
い
る
。
こ
の
問
題
関
心
は
『
社
会
事
業
研
究
』
に
も
大
い
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。



一
三

大
阪
市
社
会
部
と
山
口
正
―
『
社
会
事
業
研
究
』
を
中
心
に

Ⅲ　

差
別
問
題
に
関
す
る
認
識
―
部
落
民
・
日
傭
労
働
者
・
朝
鮮
人

1
　
部
落
民
と
融
和
事
業

　

一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
一
一
月
四
日
の
大
阪
市
会
本
会
議
で
は
、「
昭
和
四
年
度
大
阪
府
大
阪
市
歳
入
出
追
加
予
算
」（
原
案
通
り

可
決
）
が
審
議
さ
れ
た
が
、
議
案
を
め
ぐ
る
提
出
理
由
を
山
口
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る（

（1
（

。
中
央
融
和
事
業
協
会
の
再
編
（
一

九
二
七
年
）
後
、
各
地
で
部
落
問
題
の
解
決
を
目
指
し
た
融
和
事
業
（
と
り
わ
け
地
域
改
善
事
業
）
が
積
極
的
に
展
開
さ
れ
て
い
く
時

期
の
見
解
で
あ
る
。

　

融
和
事
業
ト
ア
リ
マ
ス
ノ
ハ
極
ク
昔
ハ
特
殊
部
落
改
善
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
名
前
ヲ
使
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
其
ノ
後
ハ
地
方
改
善

ト
云
フ
名
前
ヲ
使
ヒ
今
日
ハ
融
和
事
業
ト
云
フ
名
前
デ
呼
バ
レ
テ
居
リ
マ
ス
、
其
ノ
施
行
ス
ル
方
面
ハ
南
海
鉄
道
ノ
高
野
線
住
吉

東
駅
ノ
東
方
ニ
密
住
地
域
ガ
ア
リ
マ
シ
テ
此
ノ
地
区
ハ
衛
生
上
甚
ダ
適
当
デ
ア
リ
マ
セ
ヌ
ノ
デ
融
和
事
業
ト
シ
テ
或
ハ
道
路
ヲ
築

ク
或
ハ
下
水
ヲ
良
ク
シ
或
ハ
住
宅
ヲ
建
テ
ル
、
斯
ウ
云
フ
風
ナ
計
画
ヲ
致
シ
マ
シ
テ
元
住
吉
町
ニ
於
テ
十
ヶ
年
間
十
三
萬
円
ノ
府

ノ
補
助
ヲ
得
テ
事
業
ヲ
施
行
ス
ル
積
リ
デ
ア
リ
マ
シ
タ
ガ
…
結
局
本
年
度
ハ
此
案
ニ
ア
リ
マ
ス
通
リ
ニ
道
路
ヲ
建
設
シ
其
ノ
他
茲

ニ
必
要
ナ
ル
事
業
ヲ
モ
致
シ
タ
イ
考
デ
ア
リ
マ
ス

　

地
域
改
善
事
業
を
実
施
す
る
住
吉
部
落
に
つ
い
て
、
そ
の
実
績
に
も
と
づ
い
て
実
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、

同
予
算
案
を
め
ぐ
っ
て
、
小
岩
井
浄
議
員
が
「
一
般
の
社
会
事
業
と
相
違
し
て
何
故
に
融
和
事
業
と
称
す
る
の
か
」
と
質
問
し
た
こ
と

に
対
し
て
以
下
の
よ
う
に
答
弁
し
て
い
る（

11
（

。

　

此
ノ
融
和
事
業
ニ
就
テ
ハ
包
括
的
ノ
一
般
ノ
仕
事
ヲ
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、〔
道
路
、
居
住
、
下
水
な
ど
の
―
引



一
四

用
者
註
〕
経
済
的
ノ
施
設
以
外
ニ
精
神
的
ニ
差
別
撤
廃
ノ
観
念
ヲ
養
成
ス
ル
、
或
ハ
人
格
ノ
修
養
、
品
性
ノ
向
上
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ

精
神
的
ノ
運
動
迄
モ
行
ハ
ン
ト
ス
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
従
来
ハ
多
ク
経
済
的
ノ
方
面
カ
ラ
部
落
改
善
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
言
葉
ガ
使
ハ

レ
今
日
ハ
寧
ロ
精
神
運
動
デ
ア
ル
ト
云
フ
風
ニ
高
潮
サ
レ
テ
融
和
施
設
、
融
和
事
業
ト
云
フ
言
葉
ガ
使
ハ
レ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ

ス
、
言
葉
上
融
和
事
業
、
融
和
施
設
ト
云
フ
方
ガ
気
持
ガ
良
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
現
在
デ
ハ
融
和
施
設
融
和
事
業
ト
シ
テ
居
ル

ノ
デ
ア
リ
マ
ス

　

融
和
事
業
の
内
実
に
つ
い
て
、
精
神
面
と
経
済
面
と
の
双
方
か
ら
そ
の
位
置
づ
け
を
明
言
し
て
い
る
。
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、

こ
の
時
期
の
大
阪
市
長
は
關
一
（
一
九
二
三
年
一
一
月
～
三
五
年
一
月
在
任
）
で
あ
り
、
都
市
計
画
や
社
会
政
策
を
科
学
的
知
見
に
基

づ
い
て
積
極
的
に
“
大
大
阪
”
に
お
い
て
実
践
し
た
人
物
で
あ
っ
た（

1（
（

。
山
口
と
し
て
は
首
長
の
理
論
と
実
践
の
有
効
性
が
あ
っ
て
こ
そ
、

旺
盛
な
政
策
を
展
開
で
き
た
と
い
え
よ
う
。

2
　
日
傭
労
働
者
と
労
務
行
政

　

融
和
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
山
口
は
労
務
行
政
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
日
傭
労
働
者
問
題
に
も
積
極
的
に
関
与
し
て
い
く
。

　
「
日
傭
労
働
者
問
題
に
就
て
の
一
考
察（

11
（

」
で
は
、
日
傭
労
働
者
の
類
型
を
①
立
ン
坊
、
自
由
労
働
者
（
東
京
）／
鮟
鱇
（
行
工
・
安
工
）、
②

Professional casual laborer

（「
専
門
的
で
気
軽
な
労
働
者
」）、
③Casual laborer

（「
気
軽
な
労
働
者
」）
と
、
三
分
類
し
て
い
る
。

　

実
際
、
当
該
期
、
日
傭
労
働
者
は
「
彼
等
ハ
殆
ン
ト
其
ノ
全
部
カ
無
技
術
無
熟
練
労
働
者
ニ
シ
テ
其
ノ
最
モ
多
キ
モ
ノ
ハ
仲
仕
、
手

伝
、
土
方
、
日
稼
、
鮟
鱇
、
屑
物
行
商
、
捨
物
拾
ヒ
等
ナ
レ
ト
モ
其
ノ
職
業
ハ
一
定
セ
ス
今
日
ノ
度
方
ハ
明
日
の
仲
仕
、
或
ハ
日
稼
ト

ナ
リ
一
通
リ
各
種
ノ
仕
事
ハ
役
立
テ
ト
モ
何
事
モ
熟
練
シ
居
ラ
サ
ル
所
謂
未
熟
練
無
技
術
労
働
者
ナ
リ
而
シ
テ
彼
等
ノ
働
場
ノ
殆
ン
ト

全
部
ハ
大
阪
市
ニ
ア
リ
」
と
認
識
さ
れ
て
お
り（

11
（

、
日
傭
労
働
を
専
門
に
斡
旋
す
る
市
立
労
働
紹
介
所
の
動
向
も
開
設
当
初
は
図
3
の
よ



一
五

大
阪
市
社
会
部
と
山
口
正
―
『
社
会
事
業
研
究
』
を
中
心
に

う
で
あ
り
、
そ
の
職
業
紹
介
実
績
も
表

1
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

山
口
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
日
傭
労

働
と
は
、
①
賃
銀
労
働
の
一
種
、
②
臨

時
的
・
短
期
的
雇
傭
、
③
不
熟
練
労
働
、

④
思
想
上
で
不
定
（
不
規
則
）
業
種
を

希
望
す
る
こ
と
、
と
常
雇
労
働
者
と
の

相
違
点
を
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
日

傭
労
働
者
の
具
体
像
と
し
て
は
、「
日

傭
」「
出
面
取
」「
手
間
取
業
」「
日
稼
」

な
ど
で
、
土
木
、
貨
物
、
衛
生
な
ど
の

職
種
を
想
定
し
て
い
る
。
日
傭
労
働
者

は
労
務
供
給
過
程
で
「
請
負
仕
事
」
に

従
事
す
る
こ
と
が
多
く
、「
油
を
売
る
」

慣
習
が
あ
り
、「
奸
策
」
を
弄
す
こ
と
が

多
い
と
み
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
賃
銀

日
払
い
な
ど
収
入
は
不
安
定
で
、
か
つ

「
頭
刎
（
ピ
ン
ハ
ネ
）」
制
度
か
ら
自
由

図3　市立労働紹介所の実態
◇主な労働紹介所（職業紹介所併設） 紹介者割合（20年→21年→22年）
　・今宮（西成区東入船町、1919.9開設） 　　　　　　11％→21％→23％
　・京橋（東区京橋前之町、1919.10開設） 　　　　　　66％→54％→49％
　・築港埠頭（港区築港海岸通、1920.9開設） 　　　　　　22％→24％→28％
　　　※今宮／「釜ヶ崎」における飯場などでの土木請負「手伝」「人夫」の内実
　　　　　　　「労働下宿」「人夫部屋」などを単位とする斡旋業者による就労構造
　　　　　　　「人夫頭」「親方・配下」など民間斡旋（営利紹介約71業者）の周旋
　　　　　　　　　　＝月およそ 2 万人・ 1 日平均700人強
　　　　　　　　　　　　大阪市社会部『日傭労働者問題（労働調査報告№26）』、1924.3

【表1】大阪市立労働紹介所の日傭労働紹介者数実績（1925～29）
単位）人

年 集合人数
求人数 紹介人数 紹介率

（％）仲仕 土方 手伝 その他 仲仕 土方 手伝 その他
1925 294,947 53,697 52,027 18,567 221,116 53,465 51,315 18,554 96,711 74.6
　26 571,207 46,941 260,186 16,151 500,748 46,906 256,487 16,148 171,130 85.9
　27 375,093 32,125 35,644 11,052 305,751 32,093 35,644 11,052 230,953 79.9
　28 373,918 23,064 51,528 8,134 221,497 23,064 51,528 8,134 221,385 81.3
　29 196,357 10,582 25,618 3,747 112,623 10,582 25,618 3,474 112,623 77.7

出典） 大阪地方職業紹介事務局『京阪神に於ける日傭労働紹介の現況と其の実務』1930.3より
作成

備考） ①京橋、築港、今宮の 3 紹介所の実績（上記の20～22年までの実績合計は以下の通り）
　　　　・1920年＝14万0,678人／ 1 日平均422人、21年＝17万3,902人／同480人
　　　　　　22年＝50万4,016人／同833人
　　　②1929年は 1 ～ 6 月までの集計
　　　③「紹介率」は、全職種合計の紹介人数／集合人数の百分比
　　　④大阪市共同宿泊所宿泊人数は、1926年386,661人、27年466,421人
　　　⑤ 1920年代には、大阪市社会部『失業してから（№23）』1923、および同『日傭労働者

問題（№26）』1924、大阪府社会課『失業調査』1924が刊行される



一
六

で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
実
際
、
日
傭
労
働
者
の
家
計
は
表
2
に
よ
う

に
、
収
入
不
足
で
逼
迫
し
て
い
た
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
救
済
制
度
の
整
備
は
急
務
で
あ
り
、
こ
う
し
た
慣
習
の

解
消
策
と
し
て
、
各
種
保
険
施
設
、
共
済
組
合
、
授
産
所
の
設
置
、
賃

銀
支
払
い
制
度
の
改
正
お
よ
び
賃
銀
立
替
機
関
の
設
置
、
福
利
増
進
施

設
の
増
設
な
ど
を
提
案
し
て
い
る
。

　

さ
し
あ
た
り
、
問
題
解
決
の
方
策
と
し
て
、「
小
頭
」
あ
る
い
は
「
世

話
役
」
に
よ
る
自
治
的
・
秩
序
的
労
働
制
度
の
導
入
、
あ
る
い
は
、
現

行
の
職
業
紹
介
所
の
機
能
充
実
に
よ
る
請
負
業
者
の
排
除
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
議
論
が
具
体
的
に
、
昭
和
信
用
組
合
（
一

九
二
三
年
）
や
大
阪
市
労
働
共
済
会
（
一
九
二
四
年
）
へ
と
結
実
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

と
り
わ
け
、
大
阪
市
の
外
郭
団
体
と
し
て
財
団
で
創
設
さ
れ
た
共
済
会
に
つ
い
て
は
、「
大
阪
市
労
働
共
済
会
に
就
て（

11
（

」
で
、
現
行
の

傷
害
救
済
、
失
業
救
済
、
貯
金
、
生
活
費
貸
与
、
理
髪
、
電
車
乗
車
券
給
付
、
失
業
無
料
宿
泊
所
、
食
事
供
給
な
ど
か
ら
、
将
来
的
に

は
各
種
事
業
の
基
金
、
米
価
調
節
基
金
、
修
養
娯
楽
、
宿
泊
医
療
な
ど
を
充
実
さ
せ
る
計
画
を
提
唱
し
て
い
る
。
ま
た
、
貯
蓄
に
つ
い

て
も
、「
社
会
事
業
と
し
て
の
貯
蓄
事
業
と
そ
の
文
化
的
基
礎（

11
（

」
で
「
特
権
階
級
、
無
産
者
階
級
、
労
働
階
級
の
生
活
不
安
を
除
去
し
、

生
活
の
余
裕
を
将

（
マ
マ
（来

し
そ
し
て
文
化
啓
蒙
の
根
柢
を
な
す
も
の
な
る
が
故
に
、
無
産
者
文
化
、
労
働
文
化
を
確
立
し
而
し
て
全
人
類
の

渾
一
的
一
体
的
調
和
的
の
絢
爛
た
る
文
化
を
所
期
す
る
為
め
に
は
必
ず
や
貯
蓄
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
論
じ
て
い
る
。
山
口
に
と
っ

て
社
会
調
和
と
相
互
扶
助
は
事
業
推
進
に
あ
た
っ
て
の
重
要
な
論
理
的
支
柱
で
あ
っ
た
。

【表2】日傭労働者（世帯形成層）の家計

円.銭 ％
実　　収　　入 53.09 100.0
　世帯主収入 49.64 93.5
　配偶者収入 1.43 2.7
　その他の家族収入 2.02 3.8
実　支　出　計 57.63 100.0
飲　食　物　費 29.83 51.8
　主　食　費 ―
住居費（電気料含む） 6.40 2.1
薪 炭 費 2.80 4.8
雑　費（被服費含む） 18.60 41.3
実 収 支 過 不 足 △4.54
平 均 世 帯 人 員 2.6人
調 査 対 象 数 21

典拠）『日傭労働者問題』をもとに作成



一
七

大
阪
市
社
会
部
と
山
口
正
―
『
社
会
事
業
研
究
』
を
中
心
に

3
　
朝
鮮
人
と
協
和
会

　

一
九
一
〇
年
の
韓
国
併
合
以
降
、
大
阪
に
も
多
く
の
朝
鮮
人
が
渡
航

し
て
く
る
。
そ
の
結
果
、
半
官
半
民
や
民
間
で
の
朝
鮮
人
組
織
が
図
4

の
よ
う
に
活
動
を
活
発
化
す
よ
う
に
な
る
。

　

山
口
は
こ
う
し
た
動
向
に
対
し
て
も
注
意
を
払
い
、「
朝
鮮
及
朝
鮮
人

を
正
し
く
理
解
す
る
に
必
要
な
る
若
干
の
基
礎
的
事
実（

11
（

」
で
、
①
朝
鮮

の
階
級
制
度
（
王
―
両
班
―
中
人
―
常
民
―
賤
民
）
と
儒
学
思
想
と
の

関
係
を
前
提
と
し
て
、
②
賤
民
身
分
と
し
て
の
「
白
丁
」
が
存
在
す
る

こ
と
と
、
衡
平
社
の
結
成
に
よ
っ
て
、
水
平
社
と
共
鳴
し
階
級
闘
争
を

お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
生
活
面
と
し
て
③

農
業
（
自
作
中
農
平
均
収
入
五
九
・
一
円
、
小
作
中
農
同
二
二
・
三
円
）

と
分
析
し
て
在
阪
で
バ
ラ
ッ
ク
居
住
の
朝
鮮
人
と
の
比
較
を
お
こ
な
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
④
家
族
制
度
の
存
在
と
祖
先
崇
拝
、
相
互
扶
助
、

同
族
団
結
の
慣
行
（
血
縁
と
「
一
家
」）
と
と
も
に
、
⑤
「
契
」（
公
共

事
業
、
相
互
扶
助
、
産
業
、
金
融
、
娯
楽
、
墓
所
・
祈
祷
の
六
つ
）
が

存
在
す
る
と
し
て
い
る
。

　

山
口
は
、
こ
う
し
た
朝
鮮
人
の
日
常
性
に
つ
い
て
、
あ
く
ま
で
も
階

級
闘
争
が
芽
生
え
る
素
因
を
排
除
す
る
こ
と
を
念
頭
に
、
相
互
扶
助
精

図4　朝鮮人組織とその活動
《半官製団体》
1921.12 相愛会（朴春琴・李起東）＝半官製団体
    「人類相愛ノ本義ニ基キ内鮮融和ノ徹底的実現ヲ図」る
　　　　　　・ 無料宿泊所、無料職業紹介所、人事相談、労働夜学、朝鮮日曜学校学生寄宿

館相愛館、相愛病院、相愛神社
　　　　　　　　→1923.5大阪府本部（岸和田市）岸紡の朝鮮人女工との関連

《官製団体》
1924.5 大阪府内鮮協和会（23.11創立、24.5財団認可）＝官製団体
      「大阪府下ニ在住スル朝鮮人ヲ扶養善導シ生活ノ安定ト品位ノ向上ヲ図リ内鮮

融和ノ実ヲ挙クルヲ目的」とする
     ・ 職業紹介、人事相談、宿泊施設提供、救療、慰安娯楽、住宅建設、講話会・

談話会開催、勤倹貯蓄励行、教育施設設置
       「鮮人の安い住宅／内鮮協和会の手で出来上る」『大阪毎日新聞』1926.8.8
       「内鮮協和会の共同住宅並に隣保館建設計画」『社会事業研究』17-10、1929.10

《民間団体》
1925.8　鶴橋内鮮自治会　　　1926.2　柏原日鮮自治会
1928.1　大阪朝鮮人自治青年団／ 2 　愛隣会／ 9 　城東協和会
1929.2　内鮮協会／11　大和田内鮮同愛会
1930.6　大同協会関西本部　　　1931.4　内鮮友愛会／ 8 　大阪府朝鮮青年団

⎧
⎨
⎩



一
八

神
に
よ
る
改
善
を
求
め
、「
契
」（
自
治
・
民
族
意
識
）
を
推
奨
す
る
こ
と
で
対
応
す
べ
き
と
の
立
場
を
と
る
。
そ
の
考
え
が
あ
ら
わ
れ

て
い
る
の
は
、
一
九
三
四
年
二
月
一
〇
日
の
大
阪
市
会
本
会
議
で
の
松
田
弥
八
議
員
の
「
内
鮮
融
和
の
考
え
方
如
何
」
と
の
質
問
に
対

す
る
、
次
の
答
弁
で
あ
る（

11
（

（
繰
り
返
し
記
号
は
文
字
化
し
た
）。

　

朝
鮮
人
ノ
取
扱
ニ
ツ
キ
マ
シ
テ
ハ
、
財
団
法
人
内
鮮
融
和
会
ガ
ア
リ
マ
シ
テ
、
其
ノ
方
ニ
大
体
仕
事
ヲ
委
シ
テ
ア
ル
ト
イ
フ
ト
、

語
弊
ガ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
其
ノ
方
ニ
依
頼
シ
テ
ア
リ
マ
シ
テ
、
市
ノ
方
ハ
触
レ
ナ
イ
コ
ト
ニ
シ
テ
居
リ
マ
ス
、
ト
申
シ
マ
ス
ノ
ハ
社

会
事
業
ガ
目
下
建
設
中
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
イ
ロ
イ
ロ
競
合
シ
テ
仕
事
ヲ
ス
ル
実
例
ガ
ア
リ
マ
ス
、
サ
ウ
シ
テ
、
健
全
ナ
ル
財
団
法

人
ガ
ア
ル
以
上
、
市
ガ
余
リ
触
レ
ナ
イ
方
ガ
宜
イ
ト
イ
フ
考
ヘ
デ
余
リ
手
ヲ
出
シ
テ
居
ラ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
マ
タ
、
最
近
特

別
高
等
課
ガ
府
ニ
出
来
マ
シ
テ
、
警
察
署
、
裁
判
所
等
、
私
共
等
モ
呼
バ
レ
マ
シ
テ
特
別
ノ
研
究
ヲ
サ
レ
テ
居
ル
ヤ
ウ
デ
ア
リ
マ

ス
、
社
会
事
業
ト
シ
テ
、
警
察
署
ト
シ
テ
努
力
サ
レ
テ
居
リ
マ
ス
カ
ラ
、
寧
ロ
私
共
ガ
、
ソ
レ
ニ
俟
ツ
テ
ヤ
ツ
テ
行
フ
ト
イ
フ
コ

ト
ガ
宜
イ
ト
考
ヘ
マ
ス
、
併
シ
、
大
阪
市
ガ
、
朝
鮮
人
ニ
対
シ
テ
、
何
等
考
慮
シ
ナ
イ
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、

社
会
事
業
ヲ
利
用
ス
ル
モ
ノ
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
十
分
ニ
待
遇
ヲ
致
シ
テ
居
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス
、
例
ヘ
バ
、
失
業
救
済
、
土
木
事

業
ノ
如
キ
ハ
、
半
数
以
上
ガ
朝
鮮
人
デ
ア
ル
ト
イ
フ
状
態
デ
、
何
等
手
ヲ
拱
イ
テ
仕
事
ヲ
シ
ナ
イ
ト
イ
フ
所
以
デ
ア
リ
マ
セ
ン

　

特
高
や
裁
判
所
で
の
対
策
を
前
提
と
し
た
思
考
が
前
面
に
出
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
が
、
大
阪
市
の
社
会
事
業
の
対
象
を

広
く
選
定
し
採
用
し
て
い
る
こ
と
は
特
記
し
て
よ
い
。
な
お
、
山
口
が
「
内
鮮
融
和
会
」
と
発
言
し
て
い
る
の
は
、
正
し
く
は
「
内
鮮

協
和
会（

11
（

」
で
あ
る
。

　

山
口
の
被
差
別
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
社
会
事
業
論
は
、
以
上
の
よ
う
な
展
望
を
も
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
あ
く

ま
で
も
近
代
都
市
大
阪
の
「
統
治
性（

11
（

」
を
実
践
す
る
た
め
の
具
体
策
で
あ
り
、
差
別
を
解
消
す
る
こ
と
に
は
帰
結
し
な
か
っ
た
。



一
九

大
阪
市
社
会
部
と
山
口
正
―
『
社
会
事
業
研
究
』
を
中
心
に

Ⅳ　

児
童
問
題
・
女
性
問
題
に
関
す
る
認
識
―
「
第
二
の
国
民
」「
良
妻
賢
母
」

1
　「
第
二
の
国
民
」
と
し
て
の
児
童

　

山
口
の
児
童
を
め
ぐ
る
認
識
は
、
教
育
論
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、「
社
会
教
化
と
社
会
教
育（

11
（

」
で
は
、
社
会
教
化
と
社
会
教
育
の
概
念
規
定
を
し
た
上
で
、
社
会
政
策
と
し
て
の
教
育
政
策

は
、
そ
の
対
象
が
社
会
総
体
の
場
合
も
あ
れ
ば
個
人
の
場
合
も
あ
り
、
非
強
制
的
任
意
性
を
持
つ
こ
と
が
重
要
で
、
そ
の
規
模
も
大
・

小
様
々
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、「
社
会
事
業
と
民
衆
教
育（

1（
（

」
で
は
、
教
育
の
本
質
と
民
衆
教
育
に
つ
い
て
言
及
し
、
教
育
は
「
本

質
上
普
遍
的
」
で
あ
り
、
民
衆
教
育
と
は
「
教
育
を
平
民
化
し
た
労
働
者
教
育
」
で
あ
る
と
断
言
す
る
。

　

こ
う
し
た
認
識
は
や
が
て
児
童
の
保
護
論
と
女
性
の
自
覚
の
強
調
論
へ
と
連
鎖
し
て
い
く
。「
法
制
上
の
児
童
保
護（

11
（

」
で
は
、「
児
童

は
将
来
の
国
家
を
構
成
す
べ
き
第
二
の
国
民
」
で
あ
る
か
ら
「
物
質
上
並
に
精
神
上
そ
の
正
規
の
発
達
を
遂
ぐ
る
が
如
き
状
態
」
に
お

か
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
重
要
視
さ
れ
る
の
が
「
良
妻
賢
母
」「
良
夫
賢
父
」
で
あ
る
。
児
童
は
、
あ
く
ま
で
「
饑
餓
」

「
病
」「
発
達
遅
れ
」「
邪
路
」「
危
難
」「
搾
取
」
か
ら
保
護
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
り
、
現
行
の
民
法
、
刑
法
、
小
学
校
令
に
よ
る
条
文

規
定
の
検
討
も
同
時
に
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
い
。
具
体
的
に
は
、「
貧
困
児
童
」「
労
働
児
童
」「
虚
弱
児
童
」「
盲
聾
唖
児
童
」「
不
良
児
童

及
不
遇
児
童
」
へ
の
対
策
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
い
う
。
最
後
に
「
今
後
に
於
け
る
立
法
を
期
す
る
と
共
に
既
存
の
立
法
の
活
用
と

そ
れ
に
生
命
あ
ら
し
め
す
様
社
会
の
自
覚
を
意
図
し
て
已
ま
ぬ
」
と
結
ん
で
い
る
。
山
口
が
具
体
的
に
想
定
し
て
い
た
児
童
向
け
の
社

会
事
業
と
し
て
は
、「
輓
金
児
童
保
護
事
業
の
伸
展
と
そ
の
体
系（

11
（

」
に
示
さ
れ
て
お
り
、
①
「
優
生
保
護
事
業
」（「
知
能
」「
結
婚
」「
血

族
」「
産
児
調
節
」「
妊
娠
」）、
②
「
普
通
児
保
護
事
業
」（
胎
児
、
乳
児
、
幼
児
、
少
年
）、
③
「
異
常
児
保
護
事
業
」（
身
体
障
害
、
精
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神
障
害
）、
④
「
不
遇
児
保
護
事
業
」（「
棄
児
」「
遺
児
」「
迷
児
」「
被
虐
待
児
」「
浮
浪
児
」「
労
働
児
」）
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。

2
　「
良
妻
賢
母
」
と
し
て
の
女
性

　

一
方
、「
良
妻
賢
母
」
を
期
待
す
る
女
性
に
対
し
て
は
、「
都
市
生
活
と
女
性（

11
（

」
で
、
都
市
生
活
の
問
題
点
と
し
て
、
種
々
の
社
会
問

題
が
発
生
す
る
こ
と
で
、「
寂
寞
」「
無
情
」「
不
安
」
な
生
活
へ
と
帰
結
し
、
そ
れ
ら
が
、
結
婚
の
減
少
、
晩
婚
化
、
離
婚
の
増
加
、
出

産
率
の
低
下
、「
私
生
児
」
の
増
加
、
死
亡
率
の
増
加
、
子
ど
も
の
体
格
、
母
子
心
中
、
公
娼
制
度
と
性
、
労
働
婦
人
の
増
加
へ
と
つ
な

が
る
と
い
う
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
問
題
は
、
農
村
へ
波
及
す
る
と
も
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
も
の
と
な
る
と
警
戒
心
を
述
べ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
教
育
、
保
健
、
住
宅
、
配
給
制
度
な
ど
都
市
整
備
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
り
、「
之
等
の
都
市
問
題
、
社
会
問
題
は
ひ
と
り
男
性

の
手
に
の
み
委
す
べ
き
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
…
寧
ろ
女
性
の
注
意
と
経
験
と
に
俟
つ
べ
き
も
の
が
少
く
な
い
。
…
都
市
生
活
の
改

善
向
上
は
、
女
性
の
自
覚
と
協
力
と
を
得
な
け
れ
ば
、
到
底
期
待
出
来
る
も
の
で
は
な
い
」
と
結
論
付
け
ら
れ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
女
性
に
関
し
て
は
、「
一
九
三
五
年
の
社
会
事
業
の
展
望（

11
（

」
で
、
少
年
の
失
業
問
題
（
教
育
年
限
の
延
長
、
労
働
最
低
年

齢
の
引
き
上
げ
）
と
と
も
に
、
廃
娼
の
視
点
か
ら
、
廃
止
の
方
途
、
性
病
予
防
、「
売
淫
」
取
り
締
ま
り
、
娘
身
売
り
の
防
止
な
ど
の
善

後
策
を
提
唱
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
「
廃
娼
」
論
と
「
存
娼
」
論
に
か
か
わ
る
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
に
関
し
て
深
く
立
ち

入
っ
た
検
討
な
ど
は
一
切
な
さ
れ
て
い
な
い
。

Ⅴ　

社
会
事
業
の
体
系
と
財
源

　
『
社
会
事
業
研
究
』
の
刊
行
以
後
、
社
会
事
業
諸
施
設
に
関
す
る
体
系
を
再
構
成
し
た
山
口
は
、「
各
分
枝
の
社
会
事
業
の
体
系
的
序
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一

大
阪
市
社
会
部
と
山
口
正
―
『
社
会
事
業
研
究
』
を
中
心
に

列
の
公
式（

11
（

」
で
、
国
家
、
府
県
、
市
町
村
、
私
人
が
そ
れ
ぞ
れ
担
う
社
会
事
業
を
以
下
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。
①
国
家
の
社
会
事

業
と
し
て
、
Ａ
法
令
に
依
る
も
の
（
イ
国
家
機
関
に
よ
る
も
の
＝
傷
兵
院
の
設
置
、
ロ
公
共
団
体
機
関
に
よ
る
も
の
＝
救
護
法
の
救
護
）、

Ｂ
そ
の
他
の
も
の
、
②
府
県
の
社
会
事
業
と
し
て
、
Ａ
委
託
事
務
（
イ
必
要
事
務
＝
少
年
救
護
院
、
ロ
国
家
事
務
＝
精
神
病
院
の
設
置
）、

Ｂ
固
有
事
務
（
随
意
事
務
＝
失
業
応
急
事
業
）、
③
市
町
村
の
社
会
事
業
と
し
て
、
Ａ
委
託
事
業
（
イ
必
要
事
務
＝
職
業
紹
介
所
の
設

置
、
ロ
随
意
事
務
＝
職
業
紹
介
所
の
設
置
）、
Ｂ
固
有
事
務
（
イ
必
要
事
務
＝
不
良
住
宅
地
区
改
良
事
業
、
ロ
随
意
事
務
＝
一
般
病
院
の

設
置
）、
④
私
人
の
社
会
事
業
と
し
て
、
Ａ
半
公
半
私
の
も
の
、
Ｂ
全
然
私
人
の
営
む
も
の

　

し
か
し
、
山
口
が
い
く
ら
体
系
だ
っ
た
社
会
事
業
の
充
実
を
提
唱
し
て
も
、
そ
の
財
源
に
は
、
や
は
り
限
度
が
あ
る
。
そ
こ
で
山
口

は
、
財
源
と
し
て
、
新
税
の
創
設
、
市
町
村
独
自
の
課
税
徴
収
、
国
家
の
徴
収
に
よ
る
地
方
へ
の
交
付
・
補
助
お
よ
び
低
利
資
金
の
長

期
貸
し
付
け
な
ど
を
提
案
す
る（

11
（

。
あ
わ
せ
て
、
機
構
の
あ
り
方
に
も
言
及
し
、
①
都
市
の
行
政
機
構
上
の
問
題
と
し
て
、
各
社
会
事
業

施
設
の
所
管
部
署
の
分
掌
や
区
役
所
に
お
け
る
事
務
取
扱
の
相
違
を
是
正
し
、
②
各
府
県
内
の
所
管
の
関
係
と
し
て
、
問
題
別
に
社
会

課
・
特
高
課
・
衛
生
課
・
保
安
課
・
社
寺
兵
事
課
な
ど
に
分
散
さ
せ
、
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
と
逓
信
省
と
の
連
絡
を
と
り
、
③
私
設

社
会
事
業
団
体
の
連
絡
統
制
を
お
こ
な
い
、
相
互
の
協
調
的
精
神
を
尊
重
す
る
方
途
を
探
る
こ
と
な
ど
を
具
体
的
に
提
唱
し
た（

11
（

。

Ⅵ　

小
括

　

以
上
の
考
察
か
ら
明
確
に
な
っ
た
山
口
の
思
想
と
認
識
に
関
す
る
本
稿
の
論
点
を
あ
ら
た
め
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

山
口
の
社
会
事
業
論
は
、
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
・
テ
ン
ニ
エ
ス
（『
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
』
一
九
一
一
年
な
ど
）

に
お
け
る
共
同
体
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
の
再
生
を
基
本
認
識
に
据
え
つ
つ
、
農
村
共
同
体
に
お
け
る
隣
保
扶
助
の
機
能
が
利
益
共
同
体
で
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あ
る
都
市
に
お
い
て
も
再
生
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
す
の
が
社
会
事
業
の
役
割
だ
と
す
る
論
理
へ
と
帰
結
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
山
口
の
問

題
意
識
は
都
市
大
阪
の
急
激
な
人
口
増
加（

11
（

に
よ
る
社
会
問
題
の
生
成
と
深
く
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
観
点
は

一
方
で
、
本
源
的
に
差
別
を
内
包
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
共
同
体（

11
（

を
価
値
体
系
の
基
準
点
と
す
る
共
同
体
主
義
（
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ

ズ
ム
）
と
同
期
し
、
社
会
的
差
別
を
克
服
す
る
と
い
う
思
考
へ
と
は
結
び
つ
か
な
か
っ
た
。

　

と
り
わ
け
、
内
務
省
―
厚
生
省
路
線
（
井
上
友
一
―
田
子
一
民
―
山
崎
巌
）
や
キ
リ
ス
ト
社
会
事
業
論
（
生
江
孝
之
ら
）
の
社
会
連

帯
論
に
対
抗
し
つ
つ
、
天
野
時
三
郎
―
山
口
正
―
志
賀
志
那
人
と
い
う
大
阪
市
社
会
部
の
人
脈
・
思
想
水
脈
・
市
政
主
体
の
展
開
す
る

共
同
体
再
生
論
（
社
会
調
和
と
隣
保
扶
助
を
め
ぐ
る
儒
教
に
基
づ
く
教
育
的
・
倫
理
的
規
範
の
確
立
）
を
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
る
点

が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
山
口
の
被
差
別
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
社
会
的
位
置
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
包
括
的
に
社
会
事
業
の
対
象
と

し
て
選
定
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
内
在
し
て
い
た
。
ま
さ
に
草
創
期
社
会
学
に
そ
の
論
理
的
支
柱
を
形
成
し
、
社
会
問
題
の
一
大
拠
点

都
市
と
な
っ
て
い
た
大
阪
市
に
お
い
て
実
践
・
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
点
に
こ
そ
、
思
弁
的
な
学
問
知
だ
け
で
は
な
い
実
践
的
な
経
験
知

に
基
づ
く
山
口
の
社
会
事
業
思
想
の
歴
史
的
意
義
が
存
在
す
る
。

　

た
だ
し
、
そ
の
論
理
は
主
権
権
力
の
統
合
政
策
か
ら
被
差
別
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
自
立
す
る
契
機
を
担
保
す
る
こ
と
に
は
な
っ
た
が
、

統
治
権
力
と
し
て
新
た
な
秩
序
規
律
を
構
築
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て（

1（
（

、
社
会
的
差
別
を
解
消
す
る
こ
と
に
は
帰
結

し
な
か
っ
た
。
行
政
的
な
「
統
治
」
を
方
法
と
し
て
選
択
し
つ
つ
、
そ
の
一
方
で
ゲ
マ
イ
ン
デ
（
共
同
体
）
に
お
け
る
「
融
和
」
の
実

践
を
め
ざ
し
た
山
口
の
社
会
事
業
論
の
限
界
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
山
口
も
ま
た
当
該
期
の
大
都
市
で
の
統
治
機
構
を
掌
握
す
る
権

力
側
に
あ
っ
て
日
本
型
の
公
共
性（

11
（

か
ら
自
由
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
で
、
戦
時
期
厚
生
事
業
へ
の
思
想
的
展
開
（
自
力
更
生
、
出
生
率
向
上
促
進
、
母
体
保
護
な
ど
）
の
予
兆
が
既
に
一
九
二
〇
年

代
後
半
か
ら
三
〇
年
代
初
頭
に
潜
在
し
て
い
た
こ
と
を
読
み
取
る
必
要
が
あ
り
、
厚
生
事
業
論
が
後
日
唐
突
に
思
想
転
向
と
し
て
表
明



二
三

大
阪
市
社
会
部
と
山
口
正
―
『
社
会
事
業
研
究
』
を
中
心
に

さ
れ
て
い
く
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

事
実
、
山
口
は
、
大
阪
市
社
会
部
を
去
っ
た
翌
一
九
三
六
年
に
な
っ
て
、「
社
会
事
業
の
理
念
と
は
社
会
事
業
に
つ
い
て
特
殊
性
の
中

に
普
遍
性
を
持
つ
体
系
的
認
識
で
あ
る
。
こ
の
故
に
社
会
事
業
理
念
を
把
握
す
る
上
に
於
て
は
、
そ
こ
に
特
に
現
代
的
な
も
の
と
か
、

特
に
日
本
的
な
も
の
と
か
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
従
来
の
社
会
事
業
概
念
を
止
揚
し
て
新
た
に
創
造
さ
れ
る
現

実
的
・
歴
史
的
・
個
性
的
（
特
殊
的
）
な
認
識
を
も
つ
よ
う
に
な
る（

11
（

。
さ
ら
に
、
そ
こ
か
ら
「
社
会
連
帯
主
義
の
社
会
事
業
は
全
体
性

を
高
調
し
全
体
的
社
会
連
帯
主
義
的
に
転
向
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
こ
ゝ
に
そ
の
理
論
的
正
常
性
を
つ
け
加
へ
て
一
層
完
成
し
て
来
た

の
で
あ
る
」
と
、
全
体
主
義
思
想
の
勃
興
に
よ
る
連
帯
主
義
（
か
つ
て
山
口
と
対
極
に
あ
っ
た
思
想
）
へ
と
変
節
す
る
。
そ
し
て
社
会

事
業
に
お
け
る
都
市
偏
重
観
や
跛
行
・
偏
局
の
是
正
を
明
示
す
る
よ
う
に
な
る（

11
（

。

　

そ
の
変
節
の
契
機
は
、
社
会
事
業
論
の
完
成
中
に
直
面
し
た
昭
和
恐
慌
期
に
お
け
る
失
業
問
題
に
内
在
し
て
い
よ
う
。
の
み
な
ら
ず
、

そ
れ
に
後
続
す
る
厚
生
事
業
論
を
接
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
山
口
の
論
理
体
系
の
全
貌
が
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
点
を
今

後
の
課
題
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
考
察
を
終
え
た
い
。

註（1
） 

柴
田
善
守
編
『〈
社
会
福
祉
古
典
叢
書
8
〉
山
口
正
・
志
賀
志
那
人
集
』
鳳
書
院
、
一
九
八
一
年

（
2
） 『
近
代
化
研
究
』
第
一
九
号
、
一
九
六
九
年
七
月

（
3
） 『
近
代
化
研
究
』
第
二
二
号
、
一
九
七
〇
年
一
月

（
4
） 『
社
会
福
祉
研
究
』
第
八
号
、
一
九
七
一
年
四
月

（
5
） 『
社
会
事
業
史
研
究
』
第
三
号
、
一
九
七
五
年
一
〇
月

（
6
） 『
国
史
学
研
究
』
第
三
号
、
一
九
七
七
年
一
二
月
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（
7
） 『
歴
史
研
究
』
第
一
八
号
、
一
九
八
一
年
三
月

（
8
） 

前
掲
註
（
1
）
柴
田
編
書

（
9
） 
杉
原
薫
・
玉
井
金
五
編
『
大
正
／
大
阪
／
ス
ラ
ム
』
新
評
論
、
一
九
八
六
年
（
の
ち
、
玉
井
『
防
貧
の
創
造
』
啓
文
社
、
一
九
九
二
年
所
収
）

（
10
） 
戦
時
下
日
本
社
会
研
究
会
編
『
戦
時
下
の
日
本
』
行
路
社
、
一
九
九
二
年

（
11
） 

森
田
康
夫
『
地
に
這
い
て

―
近
代
福
祉
の
開
拓
者
・
志
賀
志
那
人
』
大
阪
都
市
協
会
、
一
九
八
七
年
、
右
田
紀
久
恵
編
『
志
賀
志
那
人

―
思

想
と
実
践
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
六
年
な
ど
が
主
な
研
究
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

（
12
） 

柴
田
善
守
『
石
井
十
次
の
生
涯
と
思
想
』
春
秋
社
、
一
九
七
八
年
、
室
田
保
夫
ほ
か
『
石
井
十
次
の
研
究
』
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九

九
九
年
、
細
井
勇
『
石
井
十
次
と
岡
山
孤
児
院
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
九
年
な
ど
が
主
な
研
究
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

（
13
） 

社
会
調
査
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
と
の
具
体
的
な
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
近
代
日
本
社
会
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
調
査
」
朝
治
武
・

黒
川
み
ど
り
・
内
田
龍
史
編
『
講
座
・
近
現
代
の
部
落
問
題
』
第
二
巻
（
戦
時
・
戦
後
の
部
落
問
題
）』
解
放
出
版
社
、
二
〇
二
二
年
を
参
照
。

（
14
） 

奈
良
県
立
同
和
問
題
関
係
史
料
セ
ン
タ
ー
編
・
刊
『
米
田
庄
太
郎

―
人
と
思
想
』
一
九
九
八
年
、
一
九
頁
。
米
田
の
門
下
生
に
は
ほ
か
に
高
田
保

馬
、
臼
井
二
尚
、
銅
直
勇
、
池
田
義
祐
な
ど
戦
前
か
ら
戦
時
期
に
か
け
て
日
本
社
会
学
界
を
リ
ー
ド
し
た
人
び
と
が
い
る
。

（
15
） 

日
本
評
論
社
、
一
九
三
四
年

（
16
） 

内
務
省
地
方
局
初
代
局
長
や
東
京
府
知
事
を
歴
任
し
た
井
上
友
一
は
、『
救
済
制
度
要
義
』
一
九
〇
九
年
で
、
経
恤
的
救
済
制
度
と
し
て
の
救
貧
・

防
貧
、
風
化
的
救
済
制
度
と
し
て
児
童
救
済
・
勤
倹
勧
奨
・
庶
民
教
化
・
庶
民
娯
楽
・
家
居
整
善
・
節
酒
普
及
の
整
備
を
提
唱
し
、
あ
く
ま
で
も
地

方
改
良
運
動
と
感
化
救
済
事
業
の
枠
組
み
か
ら
公
的
扶
助
の
義
務
化
に
は
反
対
し
た
。
ま
た
、
内
務
省
社
会
局
長
や
三
重
県
知
事
、
衆
議
院
議
員
を

歴
任
し
た
田
子
一
民
は
、『
社
会
事
業
』
一
九
二
三
年
で
、
出
生
幸
福
事
業
（
胎
児
保
護
事
業
）、
成
育
幸
福
事
業
（
児
童
保
護
事
業
）、
職
業
幸
福

事
業
、
生
活
幸
福
事
業
（
防
貧
事
業
、
救
貧
事
業
）、
精
神
幸
福
事
業
（
教
化
、
矯
風
）
の
実
施
を
提
唱
し
、「
社
会
生
活
の
幸
福
の
増
進
」「
社
会

連
帯
の
思
想
」「
社
会
の
進
歩
」
こ
そ
が
社
会
事
業
で
あ
る
と
論
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
社
会
事
業
と
は
、「
社
会
生
活
に
於
け
る
自
由
を
与
へ
不
自
由

を
除
く
社
会
的
、
継
続
的
の
努
力
を
総
称
…
社
会
の
進
歩
、
個
人
の
幸
福
を
社
会
全
体
の
力
に
よ
つ
て
行
は
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
社
会
全
体
で
行

は
ん
と
す
る
意
義
に
於
て
、
国
家
化
、
公
共
団
体
化
、
法
人
化
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
」
と
す
る
。
さ
ら
に
、
厚
生
省
初
代
社
会
局
長
を
務
め
た
山

崎
巌
は
、『
貧
救
法
制
要
義
』
一
九
三
一
年
を
記
し
、
救
護
法
（
二
九
年
制
定
、
三
二
年
施
行
）
の
社
会
事
業
上
の
意
義
に
つ
い
て
詳
述
し
た
。

（
17
） 「
国
民
更
生
運
動
の
本
旨
」『
斯
民
』
第
二
七
巻
第
一
〇
号
、
一
九
三
二
年
で
は
、
立
憲
忠
君
愛
国
・
克
己
忍
苦
の
修
練
・
産
業
経
営
の
改
善
・
社
会



二
五

大
阪
市
社
会
部
と
山
口
正
―
『
社
会
事
業
研
究
』
を
中
心
に

連
帯
意
識
の
明
確
化
・
弛
緩
廃
頽
の
気
風
の
掃
蕩
が
説
か
れ
て
い
る
。

（
18
） 

弘
文
堂
、
一
九
二
四
年

（
19
） 『
大
阪
市
会
会
議
録
・
昭
和
四
年
』

（
20
） 
同
上

（
21
） 

關
一
の
思
想
と
論
理
に
つ
い
て
は
、
芝
村
篤
樹
『
関
一

―
都
市
思
想
の
パ
イ
オ
ニ
ア
』
松
籟
社
、
一
九
八
九
年
お
よ
び
同
『
日
本
近
代
都
市
の
成

立

―
一
九
二
〇
・
三
〇
年
代
の
大
阪
』
松
籟
社
、
一
九
九
八
年
を
参
照
。

（
22
） 『
社
会
学
雑
誌
』
第
九
号
、
一
九
二
五
年
一
月
（
の
ち
、『
都
市
社
会
事
業
の
諸
問
題
』
教
育
刷
新
社
、
一
九
二
八
年
に
再
録
）

（
23
） 

大
阪
市
『
大
阪
市
ニ
於
ケ
ル
細
民
密
集
地
帯
ノ
廃
学
児
童
調
査
ト
特
殊
学
校
ノ
建
設
ニ
ツ
キ
テ
』
一
九
二
一
年
。
な
お
、
こ
う
し
た
実
態
認
識
に
対

す
る
大
阪
市
社
会
部
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
近
代
大
阪
に
お
け
る
日
傭
労
働
者
の
社
会
的
位
置

―
一
九
二
〇
～
五
〇
年
代
の
労
務
行
政
と

寄
せ
場
」『〈
昭
和
期
の
都
市
労
働
者
2
〉
大
阪
：
釜
ヶ
崎
・
日
雇
労
働
者
［
第
Ⅰ
期
］・
解
説
』
近
現
代
資
料
刊
行
会
、
二
〇
二
一
年
を
参
照
。

（
24
） 『
大
大
阪
』
第
一
巻
第
一
号
、
一
九
二
五
年
一
二
月

（
25
） 『
社
会
事
業
研
究
』
第
九
巻
第
五
号
、
一
九
二
七
年
九
月
（
の
ち
、
前
掲
『
都
市
社
会
事
業
の
諸
問
題
』
再
録
）

（
26
） 『
社
会
学
雑
誌
』
第
三
七
号
、
一
九
二
五
年
五
月
（
の
ち
、
前
掲
『
都
市
社
会
事
業
の
諸
問
題
』
に
再
録
）

（
27
） 『
大
阪
市
会
会
議
録
・
昭
和
九
年
』

（
28
） 

内
鮮
協
和
会
は
、
一
九
二
四
年
五
月
に
財
団
法
人
大
阪
府
内
鮮
協
和
会
と
し
て
認
可
さ
れ
（
創
立
は
一
九
二
三
年
一
一
月
）、
市
内
各
所
に
支
部
を

も
ち
、「
大
阪
府
下
ニ
在
住
ス
ル
朝
鮮
人
ヲ
扶
養
善
導
シ
生
活
ノ
安
定
ト
品
位
ノ
向
上
ヲ
図
リ
内
鮮
融
和
ノ
実
ヲ
挙
ク
ル
ヲ
目
的
」
と
す
る
官
製
団

体
で
あ
り
、
職
業
紹
介
、
人
事
相
談
、
宿
泊
施
設
提
供
、
救
療
、
慰
安
娯
楽
、
住
宅
建
設
、
講
話
会
・
談
話
会
開
催
、
勤
倹
貯
蓄
励
行
、
教
育
施
設

設
置
な
ど
を
お
も
な
事
業
と
し
て
い
た
。
そ
の
役
割
は
、
植
民
地
支
配
の
下
で
在
阪
朝
鮮
人
を
教
化
・
指
導
す
る
と
い
う
も
の
で
、
そ
の
名
称
で
あ

る
「
内
鮮
」
に
も
蔑
視
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
同
会
の
活
動
の
一
端
は
、「
鮮
人
の
安
い
住
宅
／
内
鮮
協
和
会
の
手
で
出
来
上
る
」『
大
阪
毎

日
新
聞
』
一
九
二
六
年
八
月
八
月
付
お
よ
び
「
内
鮮
協
和
会
の
共
同
住
宅
並
に
隣
保
館
建
設
計
画
」『
社
会
事
業
研
究
』
第
一
七
巻
第
一
〇
号
、
一

九
二
九
年
一
〇
月
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
29
） 「
統
治
性
」
概
念
を
援
用
す
る
際
に
は
、「
生
政
治
」
と
と
も
に
、
主
に
フ
ー
コ
ー
の
議
論
と
し
て
参
照
さ
れ
が
ち
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
ウ
ォ
ル
タ
ー

ズ
の
い
う
「
適
用
主
義
」
を
排
す
る
た
め
に
（
ウ
ォ
ル
タ
ー
ズ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
『
統
治
性

―
フ
ー
コ
ー
を
め
ぐ
る
批
判
的
な
出
会
い
』
月
曜
社
、



二
六

二
〇
一
六
年
）、
演
繹
的
な
適
用
方
法
は
と
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
大
阪
市
の
具
体
例
か
ら
導
出
さ
れ
る
「
統
治
性
」
の
実
践
の
特
徴
と
し
て
指
摘
す

る
に
留
め
て
お
き
た
い
。
な
お
、
統
治
性
を
め
ぐ
る
議
論
は
す
で
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
・
ジ
ル
『
フ
ー
コ
ー
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
七
年
お
よ
び
大

澤
真
幸
『
生
権
力
の
思
想

―
事
件
か
ら
読
み
解
く
現
代
社
会
の
転
換
』
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
一
三
年
で
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。

（
30
） 『
社
会
事
業
研
究
』
第
一
六
巻
第
二
号
、
一
九
二
八
年
二
月
（
の
ち
、
前
掲
『
都
市
社
会
事
業
の
諸
問
題
』）

（
31
） 『
社
会
事
業
研
究
』
第
一
六
巻
第
二
号
、
一
九
二
八
年
五
月

（
32
） 『
社
会
事
業
研
究
』
第
一
七
巻
第
一
〇
号
、
一
九
三
三
年
一
月

（
33
） 『
社
会
事
業
』
第
一
九
巻
第
一
号
、
一
九
三
五
年
四
月

（
34
） 『
大
大
阪
』
第
九
巻
第
八
号
、
一
九
三
三
年
八
月

（
35
） 『
社
会
事
業
研
究
』
第
二
三
巻
第
一
号
、
一
九
三
五
年
一
月

（
36
） 『
社
会
事
業
研
究
』
第
二
二
巻
第
七
号
、
一
九
三
四
年
七
月

（
37
） 「
公
営
社
会
事
業
の
経
費
と
財
源
」『
社
会
政
策
時
報
』
第
一
六
五
号
、
一
九
三
四
年
六
月

（
38
） 「
大
都
市
社
会
事
業
の
機
構
」『
社
会
事
業
』
第
一
八
巻
第
六
号
、
一
九
三
四
年
九
月

（
39
） 

大
阪
市
街
地
の
人
口
は
、
明
治
維
新
直
後
の
一
八
七
六
（
明
治
九
）
に
は
三
六
万
一
、
六
九
四
人
だ
っ
た
が
、
市
制
以
後
で
第
一
次
市
域
拡
張
前
の

一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
に
は
四
八
万
二
、
二
九
一
人
、
さ
ら
に
日
露
戦
後
の
一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
に
は
一
二
二
万
六
、
六
四
七
人
と
急

激
に
増
加
し
、
社
会
部
が
創
設
さ
れ
た
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
に
は
、
一
二
五
万
二
、
九
八
三
人
を
数
え
て
い
た
（
古
厩
忠
夫
『
裏
日
本

―
近

代
日
本
を
問
い
な
お
す
』
岩
波
新
書
、
一
九
九
七
年
、
四
三
頁
）。
世
紀
転
換
期
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
大
阪
市
へ
の
人
口
集
中
が
社
会

現
象
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
口
激
増
の
な
か
、
米
騒
動
（
一
九
一
八
年
）
が
惹
起
し
て
い
く
。
都
市
下
層
社
会
の
具
体
的
な
様
相

に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
一
九
二
〇
～
五
〇
年
代
大
阪
の
不
良
住
宅
地
区
に
お
け
る
社
会
事
業

―
長
柄
地
区
の
生
活
実
態
と
北
市
民
館
の
活
動
実

践
」
大
阪
市
立
大
学
都
市
研
究
プ
ラ
ザ
『
都
市
と
社
会
』
第
三
号
、
二
〇
一
九
年
三
月
を
参
照
。

（
40
） 

差
別
は
、
か
つ
て
阿
部
謹
也
が
「
世
間
論
」
と
い
う
視
座
を
提
示
し
て
析
出
し
た
次
の
よ
う
な
共
同
体
の
根
源
的
特
質
か
ら
生
成
し
て
い
る
（『「
世

間
」
と
は
何
か
』
講
談
社
新
書
、
一
九
九
五
年
、『
近
代
化
と
世
間
』
朝
日
新
書
、
二
〇
〇
六
年
）。
①
不
文
律
の
掟
（
破
っ
た
際
の
除
名
や
排
斥
の

常
態
化
）、
②
権
威
主
義
（
他
者
と
同
等
か
つ
同
位
で
あ
ろ
う
と
し
て
自
己
以
外
の
権
威
に
依
存
）、
③
没
個
性
（
個
人
が
自
律
し
て
お
ら
ず
、
人
権

さ
え
守
ら
れ
て
い
な
い
慣
習
）。
そ
れ
ら
は
例
え
ば
、
部
落
史
を
志
し
た
喜
田
貞
吉
が
「
上
代
肉
食
考
」（『
民
族
と
歴
史
』
第
二
巻
第
一
号
、
一
九



二
七

大
阪
市
社
会
部
と
山
口
正
―
『
社
会
事
業
研
究
』
を
中
心
に

一
九
年
）
で
次
の
よ
う
に
記
し
た
隠
匿
行
為
と
し
て
内
面
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
故
郷
の
中
学
校
に
入
学
し
て
、
寄
宿
舎
に
入
っ
た
と
こ

ろ
が
、
賄
い
方
が
し
ば
し
ば
夕
食
の
膳
に
牛
肉
を
附
け
て
く
れ
た
。
…
こ
わ
ご
わ
な
が
ら
人
並
に
箸
を
採
っ
て
み
る
と
、
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
の

な
い
美
味
を
感
じ
た
。
…
密
か
に
近
郷
の
あ
る
部
落
か
ら
売
り
に
来
る
牛
肉
を
買
っ
て
、
鋤
焼
の
味
を
も
お
ぼ
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
…
そ
れ
で
も

ま
だ
家
庭
に
帰
っ
て
は
、
牛
肉
の
香
を
嗅
い
だ
こ
と
も
な
い
よ
う
な
顔
を
し
て
い
た
」。「
主
体
」
的
に
差
別
の
解
明
し
よ
う
と
し
た
喜
田
に
お
い
て

さ
え
、
幼
少
期
に
は
部
落
と
は
関
わ
っ
て
な
ら
な
い
「
他
者
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
本
稿
に
お
け
る
差
別
論
は
、
差
別
と
の
対
自
的

な
向
き
合
い
方
と
い
う
問
題
は
、
柳
田
民
俗
学
に
対
し
て
、
性
・
差
別
・
階
級
の
視
点
が
欠
落
し
て
い
る
と
批
判
し
、「
穢
れ
論
」
に
お
い
て
「
常

民
」
と
「
非
常
民
」
と
い
っ
た
関
係
性
の
視
座
か
ら
赤
松
啓
の
提
唱
し
た
民
俗
文
化
論
（『
非
常
民
の
性
民
俗
』・『
非
常
民
の
民
俗
境
界
』
い
ず
れ

も
明
石
書
店
、
一
九
九
一･

九
八
年
）
に
も
通
底
し
て
い
る
。

（
41
） 

前
掲
註
（
29
）
ウ
ォ
ル
タ
ー
ズ
書

（
42
） 

近
代
日
本
社
会
に
お
け
る
公
共
性
は
、
市
民
革
命
を
経
験
し
て
き
た
西
欧
の
よ
う
な
個
人
本
位
（
個
性
の
優
先
・
尊
重
）
の
社
会
構
造
を
も
つ
の
で

は
な
い
。
山
口
が
固
執
す
る
共
同
体
的
な
結
合
を
基
本
的
な
様
式
と
す
る
日
本
社
会
で
は
、
公
共
性
も
ま
た
西
欧
圏
の
思
想
家
の
多
く
が
解
明
に
挑

ん
で
き
た
よ
う
な
、
他
者
を
自
由
な
存
在
者
と
み
な
し
て
処
遇
す
る
万
人
に
開
放
さ
れ
た
空
間
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
日
本
社
会
に
歴
史
通
底
的

に
存
在
す
る
公
共
性
は
む
し
ろ
、
権
威
主
義
や
抑
圧
委
譲
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
不
断
に
関
係
概
念
と
し
て
何
ら
か
の
機
関
や
人
格
に
実
体
化
し
て

ゆ
く
傾
向
を
も
つ
固
有
な
性
質
を
有
す
る
も
の
と
し
て
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
に
お
け
る
身
分
制
社
会
か
ら
近
代

社
会
へ
の
転
回
が
、
自
生
的
よ
り
も
外
的
強
制
の
要
素
が
強
か
っ
た
ゆ
え
に
、
社
会
そ
の
も
の
が
疑
似
（
世
間
）
的
な
共
同
体
の
集
積
体
と
し
て
成

立
し
た
こ
と
と
も
関
連
し
て
い
る
。
疑
似
共
同
体
は
、
近
代
法
よ
っ
て
官
僚
機
構
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
お
り
、

共
同
態
的
結
、
他
者
的
結
合
、
誓
約
的
・
仲
間
的
結
合
に
依
拠
し
た
「
複
層
的
市
民
社
会
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
日
本
社
会
は
そ
の
歴
史
的

展
開
過
程
の
な
か
で
、
と
り
わ
け
近
代
社
会
に
お
い
て
、
恒
常
的
に
被
差
別
共
同
体
を
そ
の
来
歴
（
種
姓
や
血
統
な
ど
）
に
よ
っ
て
排
除
し
つ
つ
包

摂
し
（
包
摂
し
つ
つ
排
除
し
）
続
け
、
秩
序
的
安
定
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
の
領
域
と
し
て
設
定
す
る
圏
域
を
創
出
し
続
け
た
。
そ
し
て
、

こ
の
圏
域
を
本
稿
で
は
公
共
性
と
と
ら
え
た
い
。
た
だ
し
、
こ
の
点
は
、
別
途
議
論
の
機
会
を
必
要
と
す
る
が
、
さ
し
あ
た
り
、
東
島
誠
『
公
共
圏

の
歴
史
的
創
造

―
江
湖
の
思
想
へ
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
水
林
彪
「
わ
が
国
に
お
け
る
「
公
私
」
概
念
の
歴
史
的
展
開
」『〈
日
本

史
の
方
法
1
〉
日
本
に
お
け
る
公
と
私
』
青
木
書
店
、
一
九
九
六
年
、
同
「
日
本
的
「
公
私
」
観
念
の
原
型
と
展
開
」『
公
共
哲
学
3
』
東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
同
『
天
皇
制
史
論

―
本
質
・
起
源
・
展
開
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
東
條
由
紀
彦
『
近
代
・
労
働
・
市
民
社
会



二
八

―
近
代
日
本
の
歴
史
認
識
1
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
五
年
な
ど
を
も
と
に
考
察
す
る
必
要
性
だ
け
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

（
43
） 「
理
念
と
し
て
の
社
会
事
業
」『
社
会
事
業
』
第
一
九
巻
第
一
〇
号
、
一
九
三
六
年
一
月

（
44
） 「
社
会
事
業
の
転
回
」『
社
会
学
』
第
四
号
、
一
九
三
六
年
一
二
月

〔
付
記
〕
な
お
、
本
稿
の
第
三
章
は
、
註
（
13
）
拙
稿
の
一
部
と
重
複
し
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。


